
新型コロナウイルス感染症患者回復後の受け入れ病床確保について

  新型コロナウイルス感染症が拡大する中、この新型コロナウイルス感染者を受け入

れる医療機関は安房地域には２施設あるが、これらの医療機関においても、今後さら

に感染者が増え病床の逼迫も危惧される。

  このため、鴨川市立国保病院は、こうした新型コロナウイルス感染症患者を受け入

れている医療機関と連携を図り、新型コロナウイルス感染症から回復したものの しば

らくの間、入院が必要な患者の転院先として、一定の退院基準を満たした患者を受け

入れられるよう、一部の個室病床を確保(空床利用)することとした。

  そして、令和３年４月２６日以降、新病院開院となれば、７０床のうち６６床が個室病

床という有利性を活かし、感染回復患者の転院先医療機関として、可能な限り受け入

れ対応を行うこととする。

１．病床確保開始日  令和３年 1 月１８日

２．新型コロナウイルス感染症患者回復後の受け入れ人数  

                              令和３年１月３１日現在 ３人

３．参考

・千葉県内の新型コロナウイルス感染症患者回復後の受け入れ先の医療機関数

令和３年２月３日現在   ５０施設

(内、安房保健医療圏    ３施設)

  ・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

① 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受

け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じたうえで入院診療を行った

場合、２類感染症患者入院診療加算（７５０点）を算定できることとした。

(令和２年１２月１５日付け厚生労働省保健局医務課事務連絡 その 31)

② 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受

け入れた医療機関において、救急医療管理加算（９５０点）を最大９０日間算定で

きることとした。

(令和３年１月２２日付け厚生労働省保健局医務課事務連絡 その 34)

※上記①、②は両方算定可。ただし、算定日は事務連絡通知日以降。
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新型コロナウイルス感染症予防接種「連携型接種施設」について

１ 概要
  鴨川市立国保病院は、この度県から医療従事者等へ新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を行う

「連携型接種施設」として決定された。
  今後準備が整い次第、当院で勤務する医療従事者（委託事業者も含む）のほか、地域の医療従事者等

に対して、ワクチン接種を行っていく予定である。

※ 地域の住民向けの接種施設については、現在安房医師会を中心に検討中となっている。

２ 施設類型について
  医療従事者等へワクチン接種を行う施設は、「基本型接種施設」と「連携型接種施設」があり、区分

の違いは、下記のとおり。

３ 県内の決定状況（令和３年２月１日現在）

医療圏
接種施設数

基本型 連携型 計
千葉県全体 71 212 283

うち安房 3 11（当院含） 14
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４ 主な新型コロナウイルスワクチンについて
  海外で開発された以下のワクチンについて、国は各社と正式に契約を締結済み。
  当初はファイザー社製のワクチンが接種される見込みとなっている。

出典：厚生労働省・自治体向け説明会資料（1 月 25 日）



国保病院長の交代及び保健医療参与の委嘱について

【国保病院長】

令和３年３月３１日付けで、林 宗寛国保病院長(６７歳)退任にともない、下記のとおり

令和３年４月１日付けで後任の病院長が就任をする予定である。今後は、林 宗寛病院長

が、これまで手がけてきたリハビリテーション機能の充実強化とともに、地域に根差した中

核医療機関として病院運営を担っていく。

職 名 氏    名 (年 齢) 備  考

病院長
小 山
こ や ま

照
て る

幸
ゆ き

医師（６１歳）

亀田リハビリテーション病院 副院長

日本リハビリテーション医学会指導医

日本心臓リハビリテーション学会指導医

［主な経歴］

  昭和６０年３月   聖マリアンナ医科大学卒

     〃  ４月   昭和大学病院 小児科

  平成１８年１０月  東京都リハビリテーション病院 リハビリテーション科

  平成２３年２月   東京都健康長寿医療センター リハビリテーション科

  平成３１年４月   亀田リハビリテーション病院 副院長

【保健医療参与】

  国保病院では、医療法人鉄蕉会との協定締結により、国保病院の健全な経営並びに

利用者の利便性の向上及び満足度の最大化を図るとともに、地域における医療・  介護

等の包括的サービスネットワークの確立を目指すこととした。

  これにより、国保病院職員の資質向上のための教育研修をはじめ、地域医療の推進

及び病院経営の健全化に向けて必要な事業の推進、加えて、新型コロナウイルス感染症

対策など、今後さらなる医療連携が必要となる亀田総合病院を運営する当該医療法人か

ら、識見を有する下記の者を保健医療参与として委嘱する。

職 名 氏    名 (年 齢) 備  考

保健医療参与
亀
かめ

田
だ

俊
と し

忠
た だ

医師（６９歳）

医療法人 鉄蕉会 名誉理事長

公益財団法人 日本医療機能評価機構理事

  公益財団法人 日本医療機能評価機構「医

療の質向上のための体制事業」執行理事

                  ※委嘱の期間 令和３年２月２２日～令和３年３月３１日

  ［主な経歴］

   昭和５２年３月  東京慈恵会医科大学卒

   昭和５７年４月  亀田総合病院    病院長  

(平成２年２月１日～平成４年１月３１日   鴨川市健康づくり推進協議会委員)

   平成３年１０月   医療法人 鉄蕉会 理事長

   平成２０年６月      〃        名誉理事長
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